
八頭町 条例適用不利益処分個票 

1 

ID: 78   

担当部署: 保健課  
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例 規 名例 規 名例 規 名例 規 名    

根 拠 条 項根 拠 条 項根 拠 条 項根 拠 条 項    

八頭町総合福祉施設多目的広場条例 第6条 

例 規 番 号例 規 番 号例 規 番 号例 規 番 号    平成17年条例第97号 

【根拠条文】 

(使用料) 

第6条 多目的広場を利用する者は、利用許可と同時に別表第1に定める使用料を納付しなけれ

ばならない。 

2 夜間照明施設を利用する場合は、前項と別に別表第2に定める使用料を徴収するものとする。 

 

【基準】 

根拠条文に同じ。 
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